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Ⅰ．はじめに
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繰越手続に科研費電子申請システムを
利用する研究種目

• 特別推進研究（平成28年度採択課題）
• 新学術領域研究（研究領域提案型）
• 基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）
• 若手研究（Ａ・Ｂ）
• 研究活動スタート支援
• 特別研究促進費
• 特別研究員奨励費

※ 上記以外の研究種目は、日本学術振興会のホームページから
様式をダウンロードして繰越手続きを行ってください。

※ 基盤研究（Ｂ）・若手研究（Ａ）のうち、一部基金種目として
平成24年度から平成26年度に採択された課題も電子申請
システム対応です。
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申請の流れ（電子申請システム対応研究種目）

機
関
担
当
者

日
本
学
術
振
興
会

(4) 相談（任意）

(6)（日本学術振興会から連絡後）

申請書類の提出（本申請）
（Ｂ－２、Ｂ－２別紙１、Ｃ－２６）【紙媒体】

研
究
代
表
者

繰越申請は上記の流れに沿って行って下さい。
【電子申請システム】と記載されている(2)(3)(5)の手続きについて、本システム
を利用します。

※ 「(4) 相談（任意）」は、可能な限り、 (5) 申請書類データの事前送信（C‐26）を
した上で行ってください。
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(5) 申請書類データの事前送信（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(1) 繰越の相談

(2) 申請書類の作成（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(3) 申請書類の確認（Ｂ－２別紙２、Ｃ－２６）

【電子申請システム】 部
局
担
当
者



Ⅱ．平成２８年度における変更点
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○特別推進研究（平成28年度採択課題）
についても、電子申請システム上で申請書類（Ｃ－２６）を作成可能となりました。

機関担当者

7

○「当初の研究計画」欄にも ボタンを導入しました。

○文字数上限の変更

前半・後半ともに８０文字→全体で２６０文字

反 映

２６０文字



Ⅲ．繰越手続における操作方法
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研究者の操作方法

研究者
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① 「科研費電子申請システム」のトップページ
http://www‐shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html

② 「研究者ログイン」をクリックしてください。

こちらをクリックしてください。

研究者

・手続を行う画面への進み方
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③ ログイン画面が表示されます。
e‐RadのログインID・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

e‐RadのログインID

研究者
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e‐Radのパスワード

「ログイン」をクリック



④ 「応募者向けメニュー」が表示されます。「交付決定後の手続を行う」をクリックしてください。

こちらをクリックしてください。

研究者

12



⑤ 申請者向けメニュー（研究課題の一覧）が表示されます。

研究者
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・申請書類の作成（Ｃ－２６）

※ 下記の流れのうち、赤枠で囲んでいる手続における操作方法です。

研究者
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機
関
担
当
者

日
本
学
術
振
興
会

(4) 相談（任意）

(6)（日本学術振興会から連絡後）

申請書類の提出（本申請）
（Ｂ－２、Ｂ－２別紙１、Ｃ－２６）【紙媒体】

研
究
代
表
者

(5) 申請書類データの事前送信（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(1) 繰越の相談

(2) 申請書類の作成（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(3) 申請書類の確認（Ｂ－２別紙２、Ｃ－２６）

【電子申請システム】 部
局
担
当
者



① 申請者向けメニュー（研究課題の一覧）で、繰越しを行いたい課題の右にある
「課題状況の確認」をクリックしてください。

研究者
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② 「課題管理」画面が表示されます。
「繰越（翌債）を必要とする理由書［C‐26］」欄の「作成する」をクリックしてください。

研究者
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③ 「繰越（翌債）承認要求額等の入力」画面が表示されます。
「繰越（翌債）承認要求額」 、「繰越（翌債）承認要求額の費目別内訳」、「算定根拠」を

入力の上、「一時保存をして次へ進む」をクリックしてください。

研究者

繰越しを行いたい直接経費、間接
経費※の金額を入力してください。

※ 間接経費は、原則、繰越申請する直接経費の額に応じ、３０％相当額を繰越申請することに
なっていますが、研究機関において平成２８年度内に既に全額執行している場合や、
執行予定額が決まっている場合は、直接経費の３０％相当額未満であっても構いません。
（間接経費については、所属機関の事務担当者に確認してください。）

こちらで入力したデータは
「（B‐2別紙2）繰越要件等
事前確認票」に反映されます。
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繰越しを行いたい直接経費の費
目別内訳を入力してください。

繰越しを行いたい直接経費の算
定根拠を入力してください。



④ 「当初計画及び変更後の計画の入力」画面が表示されます。
まず、「①当初計画」の欄を入力してください。
※ 交付申請書に記載された研究計画を、時系列に沿って簡潔に入力してください。
※ 前の月と同じ内容を実施する月は、「↓」のチェックボックスにチェックを入れてください。
※ 全ての月に、研究計画の内容か「↓」を必ず入力してください。
※ アルファベット・数字・記号は「半角」で入力して下さい。

研究者

こちらに入力してください。
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⑤ 「②反映」をクリックしてください。
「①当初計画」の内容が「④変更後の計画」に反映されます。

研究者

をクリックしてください。

「①当初計画」に入力していた内容が、
こちらに反映されます。
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⑥ 「③繰越事由の発生した時期」を選択してください。

研究者

こちらで選択してください。

※ 繰り越しは、交付決定時に既に発生・判明していた事由では行えません。
そのため、「繰越事由が発生した時期」は、交付決定日以降の月を選択してください。
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⑦ 「②反映」 のクリックにより反映された、「④変更後の計画」を修正してください。

研究者

スライド22,23を参照
の上、修正して下さい。

21



「④変更後の計画」欄で「挿入」をクリックすると、空行が挿入され、それ以降の月の
内容が１行ずつ下に移動します。

また、「削除」ボタンをクリックすると、その行が削除され、それ以降の月の内容が１行ずつ上
に移動します。

研究者

空行が挿入

１行ずつ下に
移動

をクリックす
ると……

その行が削除

１行ずつ上に
移動

をクリックす
ると……

22



研究者

「③繰越事由の発生した時期」
より前の月は、

「①当初計画」と同一の内容とし
てください。

「③繰越事由の発生した時期」
の月を起点に、繰越事由発生
に伴い研究計画を変更するこ
とになった月数分「挿入」し、変
更後の研究計画を簡潔に入力
してください。

計画変更した月以降は、研究
内容・期間を「①当初計画」と
原則一致させて下さい。
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【重要】

繰越事由が発生し、その対応に要した期間 の
前後の月 及び は、
原則として計画の内容・期間の変更ができません。

①当初計画 ④変更後の計画



⑧ 下にスクロールすると、「当初の研究計画」欄が表示されます。
「①当初計画」欄に入力した内容に沿って、いつまでに、何を行う予定であったか

（最終的に平成29年3月までに達成予定であった計画）を簡潔に入力してください。
入力後、「一時保存をして次へ進む」をクリックしてください。

研究者

「②反映→」ボタンをクリックすると、
繰越事由の発生した月までの計画が前半に、
それ以降の計画が後半に表示されます。
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繰越事由の発生した月に

実施していた計画の最終
月を選択してください。

繰越事由が発生する
前の計画を

「①当初計画」に

沿って簡潔に入力してく
ださい。



⑨ 「事由の入力」画面が表示されます。
「繰越事由」欄にある「一覧」をクリックして、「繰越事由・概念一覧」を表示してください。

研究者

をクリックすると…

「繰越事由・概念一覧」
が表示されます。
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⑩ 「繰越事由・概念一覧」を参考として、該当する繰越事由を選択してください。

研究者

26

こちらで選択
してください。



⑪ 選択した「繰越事由」に応じ、選択できる「概念」の内容が表示されます。
該当する「概念」を選択してください。

研究者

こちらで選択
してください。
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⑫ 「繰越事由」、「概念」の選択に応じ、選択できる「事例」の内容が変更されます。
「事例」欄にある「一覧」をクリックして、「事例一覧」を参照してください。

研究者

をクリックすると……

「事例一覧」
が表示されます。
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⑬ 「事例一覧」を参考に、研究計画を変更し、翌年度まで延長することが必要と
なった経緯等に、一番近い事例を選択してください。

選択した事例は、その全文が入力例として「補足説明」欄に表示されるので、内容を
具体的な説明に修正してください。

修正が終わったら、「一時保存をして次へ進む」をクリックしてください。

研究者

※ アルファベット・数字・記号は
「半角」で入力してください。

※ 「事例」を選択し直すと、
「補足説明」に入力していた内容が、
選択し直した事例の内容に上書きさ
れてしまいますので、ご留意ください。

入力例がこの欄に表示されます。

• 繰越事由が生じた理由
• 期間延長の妥当性
• 計画の変更点

について、明確に説明してください。
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こちらで
事例を選択



研究者

※ 一時保存をして再度入力を開始した場合、前回「補足説明」欄に入力した内容が、
「前回の補足説明」欄に参考情報として表示されます。
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一時保存 再度入力

前回の入力内容
が表示される



⑭ 入力した情報のPDFファイルへの変換が終了すると、
「繰越（翌債）を必要とする理由書確認」画面が表示されます。
確認用のPDFファイルをダウンロードしてください。

研究者

確認用のPDFファイルをダウンロード
（「提出確認用」という透かし文字が入ります）

※最終版ではありません
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⑮ 様式C‐26の作成上の注意や記入例（下記）等を参照し、正しく作成されているか確認してく
ださい。

研究者
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⑯ 「記入内容確認（必須）」をクリックし、繰越要件等事前確認票により繰越しが可能か
どうかの再度の確認も行い、問題がなければ「確認完了・送信」をクリックしてください。
修正したい場合は「修正」をクリックし、再び入力画面に戻ってください。
（機関担当者では修正できません。）

研究者
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問題なし 問題あり



⑰ 「繰越（翌債）を必要とする理由書確認完了確認」画面が表示されます。
繰越（翌債）を必要とする理由書の情報を送信して問題がなければ、「OK」をクリックして

ください。

研究者
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⑱ 「繰越（翌債）を必要とする理由書情報送信完了」画面が表示されます。
「OK」 をクリックしてください。

研究者
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⑲ 「課題管理（科学研究費補助金）」画面が表示されます。
画面の下方に今回作成した「（Ｃ－２６）繰越（翌債）を必要とする理由書」の欄が表示され、

かつ処理状況が「所属研究機関受付中」となれば研究者が行うべき手続きは完了です。

研究者
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最終版のPDFファイルを
ダウンロード

所属研究機関受付中
となれば、研究者が行うべき
手続きは完了です。



部局担当者

機関担当者・部局担当者の操作方法

機関担当者
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① 「科研費電子申請システム」のトップページ
http://www‐shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html

② 機関担当者の方は「所属研究機関担当者ログイン」を、
部局担当者の方は「部局担当者ログイン」をクリックしてください。

部局担当者機関担当者

部局担当者の方

・手続きを行う画面への進み方
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機関担当者の方



③ ログイン画面が表示されます。
e‐RadのログインID・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

部局担当者機関担当者
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e‐RadのログインID

e‐Radのパスワード

「ログイン」をクリック



④ 機関担当者の場合は「所属研究機関担当者向けメニュー」、部局担当者の場合は「部局
担当者向けメニュー」 が表示されます。「交付決定後の手続を行う」をクリックしてください。

部局担当者機関担当者

40



部局担当者機関担当者

⑤ 繰越しに係る手続を行うための画面（機関担当者の場合は「所属研究機関担当者向け
メニュー」、部局担当者の場合は「部局担当者向けメニュー」 ）が表示されます。
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・申請書類の確認（Ｂ－２別紙２、Ｃ－２６）

※ 下記の流れのうち、赤枠で囲んでいる手続における操作方法です。

部局担当者機関担当者
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機
関
担
当
者

日
本
学
術
振
興
会

(4) 相談（任意）

(6)（日本学術振興会から連絡後）

申請書類の提出（本申請）
（Ｂ－２、Ｂ－２別紙１、Ｃ－２６）【紙媒体】

研
究
代
表
者

(5) 申請書類データの事前送信（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(1) 繰越の相談

(2) 申請書類の作成（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(3) 申請書類の確認（Ｂ－２別紙２、Ｃ－２６）

【電子申請システム】 部
局
担
当
者



部局担当者機関担当者

① 機関担当者の場合は「所属研究機関担当者向けメニュー」、部局担当者の場合は「部局
担当者向けメニュー」で、「（C‐26）繰越（翌債）を必要とする理由書」をクリックします。

研究者から送信済みで、
日本学術振興会に未送信の「（C‐26）繰越（翌債）を必要とする理由書」
がある場合、

「※未送信の課題があります。」と表示されます。
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部局担当者機関担当者

② 「繰越（翌債）を必要とする理由書情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、
申請書類の確認を行いたい研究課題を検索してください。

研究者から送信済みで、
かつ日本学術振興会に未送信の
「（C‐26）繰越（翌債）を必要とする理由書」

がある場合、当該種目名の横に※未送信課題ありと表示されます。
その場合、研究種目名のリンクをクリックすることで、
当該研究種目の未送信課題一覧を表示することができます。

検索条件を設定して、「検索実行」をクリッ
クしてください。
（検索条件を設定しないと、全ての課題が表示されます。）
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部局担当者機関担当者

③ 「繰越（翌債）を必要とする理由書情報一覧」画面が表示されます。
「Ｃ－２６確認」欄または「Ｂ－２別紙２確認」欄の「ダウンロード」クリックし、研究者が作成
したそれぞれの様式をダウンロードの上、確認を行ってください。

45

C‐26

B‐2
別紙

研究者が作成した
各様式をダウンロード
できます。

研究者が作成した日が

平成29年1月20日以前→1回目
平成29年1月21日以降→2回目



・申請書類データの事前送信（Ｃ－２６）

※ 下記の流れのうち、赤枠で囲んでいる手続における操作方法です。

機関担当者

※ 「(4) 相談（任意）」についても、可能な限り、（5）申請書類データの事前送信（C‐26）を
した上で行ってください。
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会

(4) 相談（任意）

(6)（日本学術振興会から連絡後）

申請書類の提出（本申請）
（Ｂ－２、Ｂ－２別紙１、Ｃ－２６）【紙媒体】

研
究
代
表
者

(5) 申請書類データの事前送信（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(1) 繰越の相談

(2) 申請書類の作成（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(3) 申請書類の確認（Ｂ－２別紙２、Ｃ－２６）

【電子申請システム】 部
局
担
当
者



① 「所属研究機関担当者向けメニュー」で、「（C‐26）繰越（翌債）を必要とする理由書」を
クリックします。

• 研究者から送信済み
• 日本学術振興会に未送信の「（C‐26）繰越（翌債）を必要とする理由書」

→※未送信の課題があります。と表示されます。

機関担当者
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② 「繰越（翌債）を必要とする理由書情報検索」画面が表示されますので、条件を設定して、
申請書類データの事前送信を行いたい研究課題を検索してください。

• 研究者から送信済み
• 日本学術振興会に未送信の

「（C‐26）繰越（翌債）を必要とする理由書」

→当該種目名の横に※未送信課題あり

機関担当者
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未送信課題一覧を表示



③ 「繰越（翌債）を必要とする理由書情報一覧」画面が表示されます。
事前送信を行いたい申請書類データの選択欄を「する」に変更し、「確定・送信」をクリック

してください。

機関担当者

「全て選択」
→全ての選択欄を「する」
「全て解除」
→全ての選択欄を「しない」
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事前送信するデータを選択



④ 「繰越（翌債）を必要とする理由書情報の送信」画面が表示されます。
申請書類データを事前送信する研究課題が適切に選択されているか確認し、「送信」を

クリックしてください。

機関担当者
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⑤ 「繰越（翌債）を必要とする理由書情報の送信完了」画面が表示されます。
「OK」をクリックしてください。

機関担当者
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⑥ 「繰越（翌債）を必要とする理由書情報一覧」画面を開き、事前送信を行った課題の右にあ
る「処理状況」欄が、「学振受付中」となれば事前送信の手続は完了です。

機関担当者

こちらが「学振受付中」となれば、
事前送信の手続は完了です。

最初に事前送信した日
第1回の事前送信期間中→1回目
第2回の事前送信期間中→2回目
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「学振提出有無」が空欄で、「処理状況」が「所属研究機関受付中」

⑦ 一度も事前送信を行っていない課題の場合、「学振提出有無」欄が空欄となっています。
「処理状況」欄及び「学振提出有無」欄をそれぞれ確認し、事前送信漏れが無いように
してください（事前送信期間中に事前送信が無い場合、受付けられません）。

機関担当者
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「学振提出有無」が「有」 で、 「処理状況」が「学振受付中」

「学振提出有無」が「有」 で、 「処理状況」が「所属研究機関受付中」

→ 一度も事前送信
されていない

→ 事前送信済みで、
学振で確認中

→ 少なくとも一度学振に
事前送信されているが、

差戻しを受けており、

再提出が必要



・事前送信後の修正（Ｃ－２６）

※ 下記の流れのうち、赤枠で囲んでいる手続における操作方法です。

機関担当者

事前送信後、研究者、機関担当者は修正できませんが、
学振より修正依頼された場合のみ修正できます。
（修正すべき箇所がない場合は、学振より修正依頼をすることなく「学振受理」されます。）

54

機
関
担
当
者

日
本
学
術
振
興
会

(4) 相談（任意）

(6)（日本学術振興会から連絡後）

申請書類の提出（本申請）
（Ｂ－２、Ｂ－２別紙１、Ｃ－２６）【紙媒体】

研
究
代
表
者

(5) 申請書類データの事前送信（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(1) 繰越の相談

(2) 申請書類の作成（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(3) 申請書類の確認（Ｂ－２別紙２、Ｃ－２６）

【電子申請システム】 部
局
担
当
者

学振からの修正依頼



① 学振より修正依頼のあった課題は、「繰越（翌債）を必要とする理由書情報一覧」画面で、

処理状況が「所属研究機関受付中」に変わります。「却下」ボタンをクリックして、研究者に差
し戻してください（処理状況が「所属研究機関却下」に変わります）。

また、研究者に修正箇所を連絡し、再度修正の上送信するよう依頼してください（機関担当者
等は修正できません）。

機関担当者
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② 研究者は、機関担当者より修正依頼があれば、「課題管理（科研費補助金）」画面の下
方、（C‐26）繰越（翌債）を必要とする理由書の処理状況の「修正」ボタンをクリックし、機関担
当者より指示のあった部分を修正した上で、再度確認し、機関担当者に送信してください。

研究者
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③ 機関担当者は、研究者より（C‐26）繰越（翌債）を必要とする理由書が再送信されたら、内
容を確認し、再度学振に事前送信してください。
（さらに修正箇所があった場合は、「却下」ボタンをクリックして研究者に差し戻してください。）

機関担当者

①「する」

②



・申請書類の提出（本申請）
（Ｂ－２、Ｂ－２別紙１、Ｃ－２６）

※ 下記の流れのうち、赤枠で囲んでいる手続における操作方法です。

機関担当者

※ 申請書類は、 （Ｂ－２を除き）電子申請システムで作成しますが、
本申請は、紙媒体での手続になります。
「Ｂ－２別紙１」は「Ｃ－２６」のデータと連動して自動作成されるため、
電子申請システムからダウンロードし、印刷して提出してください。
こちらでは「Ｂ－２別紙１」の出力方法を説明します。 58
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(6)（日本学術振興会から連絡後）
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（Ｂ－２、Ｂ－２別紙１、Ｃ－２６）【紙媒体】
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(5) 申請書類データの事前送信（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(1) 繰越の相談

(2) 申請書類の作成（Ｃ－２６）

【電子申請システム】

(3) 申請書類の確認（Ｂ－２別紙２、Ｃ－２６）

【電子申請システム】 部
局
担
当
者



機関担当者

※ 機関担当者からの事前送信後、日本学術振興会で申請書類データの確認を行います。
確認終了後、日本学術振興会より申請書類の提出（本申請）について電話又はメールにより
連絡をします。同時に、本申請を行っていただく課題の「処理状況」が、「学振受理」となります。

「Ｂ－２別紙１」には、「学振受理」となっている課題のみ出力されます。
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日本学術振興会の確認が完了し、
本申請が可能となった課題は、
こちらが「学振受理」となります。



① 「所属研究機関担当者向けメニュー」で、「繰越（翌債）承認要求一覧出力」をクリックします。

機関担当者
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② 「繰越（翌債）承認要求一覧作成」画面が表示されます。
Ｂ－２別紙１の出力を行いたい「繰越申請年度・回数」の行の

「新規作成」をクリックしてください。
「学振受理」の課題が存在しない場合、「新規作成」のボタンは現れません。

機関担当者

こちらをクリックしてください。
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機関担当者

※ 「研究機関所在地」等、表示されている情報に誤りがある場合は、
「所属研究機関担当者向けメニュー」の「所属研究機関情報管理」から修正してください。
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③ PDFファイルの生成処理が終了すると、 「繰越（翌債）承認要求一覧作成完了」画面が
表示されます。

「ダウンロード」をクリックして、Ｂ－２別紙１のダウンロードを行ってください。

機関担当者

Ｂ－２
別紙１
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